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☆欧州各国の知的財産制度
　−第12回−　イタリア（下） ……………… ⑴

１．はじめに
　本稿は、欧州各国の知的財産制度について、複数
回に分けて紹介するものである。今回は、イタリア
の知的財産制度のうち、商標制度、著作権制度を中
心に解説する。

２．総論
　イタリアでは、もともと民法などにおいて、商

標に関する規則が置かれていたが、1942年６月21
日勅令第929号として商標法が制定された。その
後、イタリア商標法は、1998年12月21日のEEC指令
No.89/104を履行するために、1996年４月15日、改
正法が施行された。この改正により、商標登録の存
続期間が出願日から10年とされ、出願人が自ら業務
を行っていることを求める要件が緩和された。また、
2005年の改正において、もともとの多くの断片的な
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